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労
働
保
険
３
期
分

納
入
通
知
書
は
１
月
１
２
日
か
ら
発
送
し
ま
す
。

口
座
振
替
・
現
金
納
付
は
左
記
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。



口
座
振
替

１
月
３
１
日



現
金
納
付

１
月
３
１
日
ま
で

婦人部小物作りのご案内

 日 時 1月 31日（火）
午後 1時 30分～

 場 所 民商会館２F

共産党議員団と懇談会のお知らせ

民商では、下記の日程で共産党

の市議会議員と懇談行います。

 日時  月   日（日）

午後 時から

 場所 民商会館 階

昨
年
送
ら
れ
て
き
た
生
命
保
険
控
除

証
明
書
・
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書
・
国

民
年
金
控
除
証
明
書
、
１
月
に
送
ら
れ
て

き
た
「
年
金
の
源
泉
徴
収
票
」
「
国
保
納

付
証
明
書
」
は
大
切
に
保
管
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

年
金
の
源
泉
徴
収
票
は
下
記
の
通
り

で
す
の
で
、
よ
ー
く
確
認
し
て
下
さ
い
。

年
金
の
源
泉
徴
収
票
・国
保
納
付
証
明
書
届
く

確
定
申
告
の
時
期
が
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

「
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
申
請
」期
限
の
無
条
件
延
期

「
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
申
請
」
の
期
限
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

「
『
困
難
な
事
情
』
が
あ
る
場
合
は
９
月
末
ま
で
申
請
期
限
を

延
長
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
令

和
５
年
度
の
「
税
制
大
綱
」
に
お
い
て
「
申
請
期
限
に
『
困
難

な
事
情
』
の
記
載
を
求
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
４
月
以
降
の
登
録

申
請
を
可
能
と
す
る
対
応
を
行
う
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
し

た
。し

た
が
っ
て
、
４
月
以
降
に
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

登
録
申
請
書
」
を
提
出
す
る
際
に
「
申
請
書
」
の
「
困
難
な
事

情
」
の
欄
に
記
入
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

建
設
業
許
可
等
申
請
審
査
業
務
の
集
約

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
建
設
業
許
可
申
請
、
入
札
資
格

申
請
等
関
連
事
務
が
地
域
振
興
局
か
ら
県
本
庁
へ
一
本
化
さ

れ
ま
す
。

４
月
以
降
申
請
書
類
等
は
郵
送
（
〒
９
５
０
ー
８
５
７
０

新
潟
県
庁
土
木
部
管
理
課
建
設
業
室
）
又
は
電
子
申
請
と
な

り
ま
す
。
地
域
振
興
局
で
は
受
け
付
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
手
続
き



建
設
業
許
可
申
請
関
連



経
営
事
項
審
査
申
請



入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
等


解
体
工
事
に
係
る
申
請
等



浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
申
請
等



特
例
浄
化
槽
工
事
業
者
に
係
る
届
出
等



そ
の
他
関
連
業
務
（
住
基
ネ
ッ
ト
関
係
等
）

事
業
復
活
支
援
金
・
時
短
協
力
金
・
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
・
イ
ー
ト
等
の
収
入
忘
れ
ず
に
申
告
を
！

昨
年
（
令
和
４
年
）
に
申
請
し
た
「
事
業
復
活
支
援
金
」
「
時

短
協
力
金
」
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
イ
ー
ト
」
等
の
収

入
が
あ
っ
た
方
、
申
告
で
計
上
忘
れ
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
消
費
税
申
告
を
し
て
い
る
方
は
、
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
・
イ
ー
ト
の
収
入
は
消
費
税
課
税
と
な
り
ま
す
。

事
務
局
よ
り
お
知
ら
せ

商
工
新
聞
の
配
達
体
制
が
４
月
頃
ま
で
事
務
局
が
担
う
分

が
増
え
週
末
事
務
所
を
留
守
に
す
る
時
間
帯
が
あ
り
ま
す
。

ご
迷
惑
お
か
け
し
ま
す
が
、
御
用
の
方
は
事
前
に
連
絡
を

下
さ
い
。

免
税
業
者
の
方
で
イ
ン
ボ
イ
ス
を
登
録
す
る
と
課
税
業
者

と
な
り
、
消
費
税
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
慌
て
ず
よ
く

検
討
・
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。


